




 

・特定緊急輸送道路に敷地が接する建築物 

・新耐震基準（昭和 56 年６月１日施行）導入より前に建築された建築物 

・以下の①又は②の高さを超える建築物 

 

 

耐震診断の結果、建築物の地震に対する安全性を評価することができ、耐震性を示す指標である

Is 値（非木造建築物）や Iw 値（木造建築物）を用いて、建物ごとの耐震性能が表示される。非木

造建築物の場合、Is 値が 0.6 未満の建築物について、耐震性が不十分であるとしており、上記の高

さ要件を満たす建築物のうち、耐震性を満たす建築物数を建築物数で除して得られた割合を耐震化

率として、促進計画における目標設定の指標としてきた。 

平成 28 年３月に改定した促進計画では、特定沿道建築物に対する目標を、令和元年度までに耐震

化率 90％、かつ、特に倒壊の危険性が高い建築物（Is 値が 0.3 未満相当の建築物の解消）と設定

し、耐震化事業に取り組んでいた。 

 

 

 
図３ 特定沿道の建築物の耐震化状況（令和３年６月時点） 

表１ 特定緊急輸送道路沿道建築物の要件 

耐震化率 ＝ 86.9% （②／①） 

＊特定緊急輸送道路に敷地が接しており、所定の高さを超える建築物 

緊急輸送道路 

緊急輸送道路 
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 従来、特定緊急輸送道路沿道建築物の評価指標として耐震化率を用いてきたが、耐震改修推進の

程度を把握する上では優れているものの、実際にどの程度特定緊急輸送道路の通行機能が確保され

ているのか分かりづらいという課題があった。 

そこで、当課では、強靱
じん

で持続可能な都市に不可欠な要素である緊急輸送道路の通行機能を的確

に表すため、耐震化率に代わってある地点に到達できる可能性を表す到達率という新たな指標を導

入した。本稿では、新しい指標を導入するに当たって、通行機能の評価に必要な条件設定等に様々

な検討を要し、実際に取り組んだ内容や苦労した点について紹介する。 

 

２ 新たな指標導入の目的と課題 

 耐震化率に代わり新たに到達率という指標を導入することの目的は、到達率を用いることで、実

際にどの程度緊急輸送道路の通行機能が確保されているのかを評価することであった。このため、

非常時の救急救命活動に使用すると想定される道路をより現実に即した形で評価する必要があった。

さらに、到達率は促進計画に位置付ける目標値として妥当な数値とするとともに、到達率という概

念を都民にとって分かりやすく、理解を得られる指標にする必要があった。 

 

３ 通行機能の評価に係る取組 

前章で挙げた目的を達成するために、都市防災の専門家等を委員とした検討会を行いながら、通

行機能確保に係るシミュレーションや分析作業を行った。検討過程では、様々な条件設定の検討を

行ったが、本稿では主に使用する道路と進入地点の設定に係る検証の取組を記述する。 

 

３－１ 通行機能評価の考え方 

到達率の導入に当たって、既往の研究データから建物 Is 値と建物倒壊確率の関係が判明してい

るため、仮想の地震を発生させて倒壊シミュレーションを実行することで通行可能性を評価しよう

とした。沿道建築物が倒壊する場合でも、余裕幅が６ｍ以上であれば緊急車両は通過できると考え、

他県からの応援に来る車両が目的地まで到達できるのかを到達率と定義した。 

 
図５ Is 値と建物倒壊確率の関係（※） 
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図４ 建物倒壊と余裕幅の考え方 
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実際には、何千回とシミュレーションを行うことで、実際に地震が発生した際の緊急輸送道路の

通行機能をより的確に評価した。シミュレーションの設定条件として、地震強度や倒壊確率、緊急

車両の通行可能幅員といったパラメータは既に適当なデータがあったため、これらを用いることが

できた。しかし、大地震発生時に使用する道路や都県境からの進入地点、建物の倒壊方向といった

設定条件はシミュレーションに係る検討を行う中で、適切な条件となるよう決定していく必要があ

った。 

 

３－２ 使用する道路の設定にかかる検証 

 シミュレーションを行うに当たって、実際に地震が発生した際に使用する道路をどこの路線に設

定するかが大きな議論として挙がった。そこでまず、促進計画上の緊急輸送道路の区分を整理した。 

 

道路種別 特定緊急輸送道路 一般緊急輸送道路 

促進計画上の位置付け 
緊急輸送道路のうち、特に沿道建築物

の耐震化を図るべき道路 

特定緊急輸送道路以外の緊

急輸送道路 

H23 年当初指定の考え方 地域防災計画上の第一次緊急輸送道路 
地域防災計画上の第二次、

第三次緊急輸送道路 

耐震診断 義務 努力義務 

耐震改修 努力義務 努力義務 

 

分類 目  的 説  明 

第一次 都と区市町村本部間

及び都と他県との連

絡を図る。 

応急対策の中枢を担う都庁本庁舎、立川地域防災センター、区

市町村庁舎、輸送路管理機関及び重要港湾、空港等を連絡する

輸送路 

第二次 第一次緊急輸送路と

救助、医療、消火等を

行う主要初動対応機

関との連絡を図る。 

第一次緊急輸送路と放送機関、自衛隊や警察・消防・医療機関

等の主要初動対応機関、ライフライン機関、ヘリコプター災害

時臨時離着陸場候補地等を連絡する輸送路 

第三次 主に緊急物資輸送拠

点間の連絡を図る。 

トラックターミナルや駅等の広域輸送拠点、備蓄倉庫と区市町

村の地域内輸送拠点等を連絡する輸送路 

表２ 促進計画における緊急輸送道路の区分 

表３ 地域防災計画上の緊急輸送道路の区分とその目的 

図６ 緊急車両通行可否の判断 
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 まず、全ての道路をシミュレーションの対象とするかという議論があったが、実際の震災時には、

通行可能な道路を使用すると想定されるが、地域防災計画において緊急輸送道路となっていない道

路は、緊急車両の通行に必要とされる道路幅員６ｍに満たないものも多く、ここではシミュレーシ

ョンを行う上での道路からは除外することとした。 

 次に、緊急輸送道路の中で、どの道路を対象とするかであるが、建物個々の Is 値がわからない

と、建物倒壊確率が求められないという問題があった。特定沿道建築物と異なり、一般緊急輸送道

路沿道建築物（以下「一般沿道建築物」という。）は条例で耐震診断を義務付けておらず、実際に耐

震改修を行う意向を持つ建物所有者でないと、なかなか耐震診断を実施してもらえないのが現状で

あった。そのため、一般沿道建築物のうち、Is 値が不明である建物は 5,403 棟中 4,139 棟と４分の

３以上存在し、多くの沿道建築物で倒壊確率を求めることができないため、一般緊急輸送道路を使

用する道路と設定し、シミュレーションを行うことは難しいという意見が挙がった。 

 

 

昭和 56 年以前の建築物 

昭和 57 年以

降の建築物 
建築物数 

耐震性を

満たす建

築物数 

耐震

化率 総数 耐震性あり 耐震性なし 耐震性不明 

5,403 1,084 180 4,139 19,044 24,447 20,550 84.1% 

 一方で、一般緊急輸送道路は、警察署や消防署等の地域の主要な防災拠点等を結ぶ路線であり、

震災時の避難所や物資輸送の観点から重要な道路である。確かに、一般沿道建築物の Is 値は不明な

ものが多く存在するものの、既にほとんどの建物で耐震診断が完了している特定沿道建築物の平均

Is 値が 0.31 と判明していることから、一般沿道建築物における Is 値不明建築物を Is 値 0.31 とし

てシミュレーションを行うことができるのではないかという意見もあった。特定沿道建築物と一般

沿道建築物の違いは、前面道路が特定緊急輸送道路か一般緊急輸送道路の点のみであり、基本的に

はいずれも幹線道路等の広幅員道路であることから、建物の用途や構造に大きな差異はなく、安全

側に見積もって Is 値を例えば 0.25 にすれば、技術上は緊急輸送道路全体で到達率のシミュレーシ

ョンを行うことは可能と思われた。 
 こういった議論を重ね、最終的には、都民の理解を得るという観点から、従来の特定沿道建築物

の目標指標としてきた耐震化率に代わる指標として到達率を導入する以上、一般緊急輸送道路を使

用道路として設定すると新旧の目標設定の整合性を説明することが困難であることや、特定沿道建

築物の耐震化に注力するには一般緊急輸送道路は含まずに目標設定した方が良いという結論に至り、

シミュレーション上で使用道路は特定緊急輸送道路と決定することができた。 
 
３－３ 目的地への到達にかかる検証 

 （１）都県境から進入するルート数の設定 

大規模災害の発生時には，広域連携が必要かつ重要であると考えられており、都内だけで緊急輸

送を完結することは不可能に近いため、他県から緊急車両が都内へ流入することを想定し、都県境

表４ 一般沿道建築物の耐震化状況（令和２年６月末時点） 
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の進入地点を何か所と設定するかを検討した。まず、首都直下地震道路啓開計画の優先啓開ルート

（高速道路８ルート）は重要であると考えた。 
また、高速道路以外からの進入も考慮すべきとし、大地震時に第一次交通規制に指定されている

一般道のルート（一般道５ルート）も追加した。これらだけだと、千葉方面から進入する道路が少

ないため、千葉県側からの一般道によるアクセス道路（一般道１ルート）を加え、計 14 ルートを都

県境からの進入路とすることを考えた。 

   
しかし、専門家を交えた検討会の中で、地震発災直後には、高速道路上の車両は全て追い出され、

安全点検する時間があり、一般道も同様に安全点検され、啓開等の必要性も高いことが指摘された。

この意見を受け、高速道路と一般道を区別せず、閉塞していない道路は全て使用することとした。

実際、防災拠点によっては都県境にあるものもあり、震災時には 14 地点以外の最寄りの地点から進

入する方が素直であると考えた。よって、特定緊急輸送道路が県境に接続している合計 51 か所を進

入地点として整理することができた。 

   

（２）到達率の検証 

 次に、51 か所の進入地点のうち、何か所以上から目的地へ到達できれば、緊急時に到達可能とす

るのかを検証した。ここでの目的地は、他県からの応援部隊が円滑に活動できる拠点となる地域防

災計画で定められた 59 か所の大規模救出救助活動拠点（以下「活動拠点」という。）に限定するこ

とで、シミュレーションによる分析を容易にした。 

   
 

まず考えられたのが、59 の活動拠点それぞれについて、例えば 1,000 回のシミュレーションのう

ち何回到達できたかを算出し、平均的な到達率を出すという案であった。この案の場合、51 か所全

ての進入地点が考慮される一方で、都民の一般的な感覚として、この拠点には行けるかどうかが理

図９ 大規模救出救助活動拠点 59 か所 

図８ 都県境からの進入地点 14 ルート 

高速道路：8 ルート 

一 般 道：6 ルート 

 

図７ 非常時における他県との連携 

図 10 活動拠点までの到達イメージ 
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解しづらいという欠点があった。そのため、各活動拠点から見て、どこかの進入地点から到達でき

ればいいと考えることにした。 
 しかし、少なくとも１か所の進入地点から到達できればよいことにすると、非常に危険である事

例があった。例えば、活動拠点の１つである足立清掃工場は、埼玉県との都県境に位置している。 

 
 
 

足立清掃工場の場合、特定緊急輸送道路である日光街道が近くに通っており、北側の埼玉県から

進入すればすぐに到達できる。しかし、本拠点から東京都側に続く日光街道は非常に長い区間であ

り、この区間で道路閉塞の確率が蓄積されてしまう。シミュレーションの結果、埼玉県側からは到

達可能だが、東京都側に抜けることができないことが判明した。 

 

 

 

また、目黒清掃工場の例では、本拠点の北側には目黒区役所があり、本拠点の近くを通る山手通

りは区役所までが特定緊急輸送道路となるため、シミュレーションを行う上では区役所で行き止ま

りとなってしまう。少なくとも１か所の進入地点から到達できればよいと考えたとしても、50％に

満たない低い到達率となることが分かった。 

足立清掃工場 

大規模救出救助活動拠点 

目黒清掃工場 

目黒区役所 

大規模救出救助活動拠点 

図 11 都県境に位置する足立清掃工場付近の特定緊急輸送道路 

図 12 目黒清掃工場付近の行き止まり型の特定緊急輸送道路 
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これらの事例を踏まえ、51 か所の進入地点のうち、何か所以上から到達できればよいかを検証す

ることとした。ここでは、N 箇所以上の進入地点から各活動拠点にたどり着ける場合に到達可能と

みなし、拠点別の進入地点数 N と到達率の相関グラフを作成した。 

 

 

さらに、59 か所の活動拠点への平均をとったグラフを作成することで、具体的に N をいくつに設

定するか活発に議論を行うことができた。グラフから、N が 34 あたりから到達率が急激に下がるこ

とが分かり、全ての進入地点から到達可能とする N=51 は現実味がないことが明らかとなった。 

世論形成の部分で、N が小さすぎると緩すぎる設定となり、N が大きすぎると目標として現実味のな

いものとなってしまうことを考慮し、半数以上から進入できればよいとすると都民感覚として理解

しやすいのではないかと考えた。そこで、51 地点の過半である N=26 を提案するとともに、N=26 で

到達率が 90％以下となってしまう活動拠点をまとめた。 

 

 

活動拠点 
少なくとも１か所から到達できる確率 

（N=１） 

過半から到達できる確率 

（N=26） 

都立木場公園 100% 99.7% 

都立舎人公園 100% 99.7% 

・・・ 

北清掃工場 99.0% 82.1% 

足立清掃工場 100% 66.1% 

目黒清掃工場 45.2% 44.9% 

全 59 か所 
平均 98.5％ 

（平均４か所） 

平均 96.4％ 

（平均以下 7 か所） 

 分析の結果、一部の到達率の低い拠点を除き、各拠点までおおむね到達できることを確認できた。

また、N=26 の平均到達率は 96.4％であったが、平均以下７拠点はいずれも 90％以下であり、50％

に満たない目黒清掃工場のように、到達率の低い一部の拠点が全体の平均値を引き下げていること

が分かった。こういった到達率の低い拠点を 100％まで上昇させることは、計画目標としては現実

的でなく、かえって都民の耐震化意欲を削ぐおそれもあった。 

足立清掃工場 

目黒清掃工場 

到
達
率 

N
=5

1 
図 13 左）到達率（拠点別）、右）59 か所の活動拠点への平均到達率 

表５ 各活動拠点への到達率と平均値 

構成比率 

到
達
率 

平均 

N
=5

1 

構
成
比
率 
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そこで、到達率を区間ごとの通行機能を表す区間到達率と、区間到達率の平均値に相当する道路

網全体の通行機能を表す総合到達率という二つの指標で表すこととし、区間到達率 95％未満の解消

及び総合到達率 99％以上を計画目標とすることで、都民の理解を得ることのできる目標設定とする

ことができた。 

 

４ 到達率の導入による効果 

 こうして、耐震化率に代わる到達率の概念を導入したことにより、耐震性があると判断される建

物 Is 値 0.6 以上とならない段階的な改修工事であっても、Is 値が上昇することによる建物倒壊確

率の低減を到達率に反映し、通行機能を定量的に評価することが可能となった。 

また、シミュレーションを基にした分析により、ランダムに耐震化を図るよりも、Is 値の小さな

建物から順番に改修を行う方が、より短い期間で到達率を上昇させることが明らかとなった。この

結果を受け、建物 Is 値を 0.3 以上にする耐震改修工事に対する助成制度を昨年度から開始する等、

耐震化の促進策につなげることができた。 

 

さらに、区市町村による促進計画の策定を支援するため、専門家と共同でシミュレーションアプ

リを開発した。本アプリを取扱説明書と合わせて配布することで、どの建物の耐震改修を行えば、

区間到達率がどの程度改善するか等、ボトルネック路線の可視化を区市町村で行うことが可能とな

った。 

都県境入口の過半から到達できる区間 25% 50% 75% 100%区間到達率
上記以外の区間

①シミュレーションを10000回実施 ②都県境入口の過半から到達できた回数
の割合を算出（＝区間到達率）

進入地点都県境

１回目 ２回目

３回目 ４回目

図 15 耐震化率と各活動拠点への到達率 図 16 シミュレーションアプリ 

到
達
率
（
％
）  

図 14 区間到達率の算出イメージ 
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５ 今後の展望 

 今回のシミュレーションに当たっては、便宜上特定緊急輸送道路を使用する道路に設定したが、

実際の緊急時には一般緊急輸送道路の通行も想定されるため、今後一般沿道建築物の耐震化を加速

していく中で期待される建物 Is 値の把握により、緊急輸送道路全体でシミュレーションを行うこ

とが可能となり、より的確に通行機能を評価することができるようになると考える。  

 また、建物の倒壊方向について、２分の１の確率

で道路側に倒れると設定したが、過度に安全側の想

定をすることにより、深刻な道路閉塞の危険性が、

それほど深刻ではない道路閉塞の危険性の中に埋

没してしまい、耐震化推進を図る上で重要な情報を

見失う危険性がある。耐震診断を実施すれば建物の

階ごとの X 方向、Y 方向の Is 値が分かり、地震に

対する脆
ぜい

弱な箇所が特定できるため、倒壊確率を４  

方向ごとに算出することは可能と思われる。 

 さらに、本シミュレーションでは、進入地点から目的地までの所要時間に関して、最短距離での

所要時間を１としたとき、到達可能である活動拠点にはほとんどの場合で 1.1 や 1.2 程度で到達で

きるため、所要時間はパラメータとして採用しなかった。しかし、実際の災害時には 1 分 1 秒を争

う緊急事態が都内各地で発生することが想定され、どれだけ早く被災箇所に到達できるかは非常に

重要な要素である。そのため、たとえ目的地に到達可能な場合でも、たどり着くまでに一定以上の

時間を要する進入地点は除外するといった、所要時間も設定条件に入れたシミュレーションを行う

ことができると、よりリアリティのある検証が可能になると考える。 

 
６ おわりに 

 本事業は、首都直下地震の切迫性が指摘される中、都民の生命と財産を保護するとともに、災害

に強い東京を実現することを目的としており、東京 2020 大会後の強靱
じん

で持続可能な都市の実現に

貢献するものである。 

 引き続き、区市町村と連携しながら所有者への個別訪問等の働きかけや助成制度の周知を実施す

るとともに、これまでの耐震化事業の整理や分析を行い、今後の更なる促進策を検討し事業に反映

させることで、特定沿道建築物のみならず、一般沿道建築物も含めた耐震化事業を一層加速させ、

いつ起こるかわからない大地震に備え、本事業の推進を図っていく 

 

各地で地震が頻発する中、東京の防災対応力の強化を図り、たとえ大地震が発生したとしても、

救急・救命活動や緊急支援物資の輸送を円滑に行い、首都機能を維持することのできる強靱
じん

で持続

可能な大都市東京の更なる発展に貢献していけるよう、本業務の中で学んだ内容をいかし、今後も

耐震化事業に取り組む所存である。 
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図 17 建物倒壊方向の考え方 
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